円借款案件実施・管理にまつわる問題点、JICAへの要望に関する意見交換（第4回）
日時：2015年7月6日　10:00~11:20
場所：ＪＩＣＡベトナム事務所会議室
出席者：JICAﾍﾞﾄﾅﾑ側：山本次長、高橋駐在員
	NK側：河浪、福田

1 ﾊﾉｲ市排水2期：
· 土地収用に関しては、ＪＩＣＡは客先よりは終了した旨の報告を受けたが、実際には保証金の未払い、撤去工事の未着手により実態としてはコントラクターに引き渡されていない。
· コンサルタント契約の未払い金については、Ｆ／Ｓの実施を条件に副大臣にＪＩＣＡより催促する。
· 土地収用ならびに工事進捗（Ｌ／Ａからの項目除外）も含めて近々にＪＩＣA（桂井氏）、実施機関、コンサルタントで協議予定。
2 ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境整備：
· CP2の業者（POSCO）は、工事遅延は施主の用地取得が原因なので、未取得用地の工事項目除外はしないことを主張。
· ハノイ市およびビンフック市よりは、土地収用について住宅地は9月末、農地は7月末に終了することを聞いている。
· コンサルタントより、スコープを除外せずに完工させるには、いつまでに残りの土地収用を終えなければならないかを示し、その収容方法を問い合わせるレターをＪＩＣＡにｃｃを入れて客先に送付する。
· ＪＩＣＡよりは土地収用が予定通りに行われないならば、ファイナンスに同意しない旨の協議を行う。
3 ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善：
· 今後の土地収用について、コンサルタントはいつまでにどの区域を終了させなければならないかをレターで実施機関に示す（ｃｃＪＩＣＡ）。
· ＪＩＣＡ森所長から土地収用催促をハイフォン市長に提出する。
4 51号線給水：
· 完了したので次回より削除する。
5 ﾗｯｸﾌｪﾝ港：
· コンサルタントは支払い状況のモニターを続けて資金回収力を強化する。
6 国道3号線：
· ＪＩＣＡは、今週（木曜日）にMonthly Paymentについて実施機関およびコンサルタントと協議を行い8月末までにコンサルタントの承認を得るように指示する予定である。
· ＪＩＣＡはＬ／Ａ期限以降のリテンションについて対応しない（ここが分かりにくかったので御教示頂けませんでしょうか）。
7 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ)：
· Tam An Technical Maintenance Centerに関して、ＪＩＣＡはVEC/MOTに対して、センターの実施計画を問い合わせる。
· Song Nhanサービスエリアに関して、ＪＩＣAはVECに対して、サービスエリアを建設するのかしないのか、誰が建設・維持管理を行うのか（官か民か）等の実施方針を問い合わせる。
8 ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線：
· 今週にＰＢＪのＣＥＯがＪＩＣＡ訪問の予定。
· ＪＩＣＡよりは以前に田沼氏に話した通りNon-eligibleである見解を示す予定。
· 増沢氏からもコンソーシアム全体に対してNon-eligibleであることを厳格に説明頂きたい。
9 ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設：
· ＩＣ３の設計費用の首相府判断については結果を待つこととする。
· 首相府がＭＯＦに再吟味として差し戻した場合には支払い支援策を考える。
10 保全林回復･持続的管理事業：
· 前途金50％については、安団長からＪＩＣＡ高橋氏に詳細な事情をメールにて説明した後に対応を考える。（河浪は、今後の取り組み3段落目「森林開発契約（4年間）」を正確に説明できませんでした）
11 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備事業：
· CITとVATについては滞納が続くようならばＪＩＣAはRefundを行わない旨の通達を行う。
· Ｌ／Ａ期限後の一括弁済はしない。（一括弁済の意味がわかりませんでした、ご教示頂ければ幸甚です）
· 深坂団長からもCITとVATの支払い催促のレターにｃｃＪＩＣＡを入れて発出して頂きたい。

以上
